
住民監査請求の流れ（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求書の提出 

請求の要件審査 

補 正 
（必要に応じ求める） 

受  理 

個別外部監査を 
求めている場合 

個別外部監査は相当か否か判断 

相当と認められる 

相当とは認められない 

却 下 
要件を欠いている 

 
監査委員による監査の実施 知事への通知 

（請求から20日以内） 

個別外部監査契約締結 

個別外部監査人による監査の実施 

個別外部監査人による監査結果に関
する報告の監査委員への提出 

監査結果の決定 

個別外部監査の場合は、個別外部監
査人から提出された監査結果に関す
る報告に基づき、監査委員は、請求

に理由があるか否かを決定する 

要件を備えている 

個別外部監査を 
求めていない場合 

（
地
方
自
治
法
第

条
の
43
第
5
項
） 

90
日
以
内
（
個
別
外
部
監
査
に
よ
る
監
査
の
場
合
） 

60
日
以
内
（
監
査
委
員
に
よ
る
監
査
の
場
合
） 

（
地
方
自
治
法
第

条
第
6
項
） 

棄  却 
（請求に理由がない） 

公 表 請求人へ通知 

勧  告 
（請求に理由がある） 

請求人へ通知
  

公 表 勧 告 

知事等は講じた措置を 
監査委員へ通知 

公 表 請求人へ通知
  

【住民訴訟（地方自治法第242条の2）】 

請求人は次の場合に住民訴訟を行うことができる。 

①監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 

②監査委員の勧告に対する知事等の措置に不服がある場合 

③監査委員が監査・勧告を60日（個別外部監査のを行う場合は90日）以内に行わなかった場合 

④勧告に基づいた必要な措置を知事等が講じない場合 

※訴訟は、地方自治法第242条の2第2項で定める期間内に提訴する必要があります。 


